
○平成25年度において新たに設置された事業及び前年度の調査対象事業でその後廃止された事

業は、次のとおりである。

法適用事業 新 規 事 業（２事業）
奈良市 （奈良県） 世羅町 （広島県）

廃 止 事 業（０事業）

法非適用事業 新 規 事 業（１事業）
滝沢市 （岩手県）

廃 止 事 業（１２事業）
芦別市 （北海道） 滝沢村 （岩手県） 伊達市 （福島県）
前橋市 （群馬県） 刈羽村 （新潟県） 羽咋村 （石川県）
須坂市 （長野県） 可児市 （岐阜県） 香美市 （兵庫県）
新温泉町 （兵庫県） 奈良市 （奈良県） 広島市 （広島県）

新 規 事 業 廃 止 事 業

法適用事業 ２ 事業 ０ 事業

法非適用事業 １ 事業 １２ 事業

合 計 ３ 事業 １２ 事業
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